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◎会社などに勤める子供さんなどに扶養されていた方は、平成20年10月から初めて後期高齢者医療制度の保
　険料を納めていただきます。�
　保険料の負担が急に増えないように制度に加入してから2年間は、均等割額を5割軽減し、所得割額の
　負担はないという特別の軽減が行われます。�
　さらに、平成20年度については、次の特別の軽減措置が行われます。�

●平成20年度に限り、４月から９月までは、保険料の負担はなく、10月から翌年の３月までは本来の�
　保険料（均等割額）を９割軽減し、１割負担になります。�

※被用者保険とは、政府管掌健康保険、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険をいいます。�
　（国民健康保険は除きます。）�
�

問い合わせ　対馬市 福祉保健部　長寿支援課　☎0920-58-1117

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 のお知らせ�
●被用者保険の被扶養者であった方へ

平成20年度の特別の軽減措置�

この結果、年額2,100円になります。�
�

平成20年４月～９月まで�
平成20年10月～平成21年3月まで�
�

特　例�

適　用　期　間�
軽減内容�

均等割額�

負担なし�

９割軽減�

負担なし�

負担なし�

所得割額�

●１人当たり定額の保険料が７割軽減されていた方で、８月まで年金からお支払い頂いた�
　方は、１０月以降、年金からのお支払いはありません。納付書等によりお支払い頂いて�
　いる方の保険料も、同程度軽減されます。�
●保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払い頂くこと�
　としています。�
　次の方は、１０月から、年金からのお支払いに替わります。�

●保険料の納付方法を口座に変更した世帯主または配偶者には、社会保険�
　料控除が適用されます。�
　　また、年金からの天引き（特別徴収）される方は、本人に社会保険料控除が適用されます。�

くわしくは、対馬市役所 長寿支援課　☎0920（58）1117へ、お問い合わせください。�

（納付書等によるお支払いから、年金からのお支払いに替わります。）�

（初めて保険料をご負担いただくため、４月から９月までは保険料の負担がありませんでした。�
　１０月から、本来の保険料額の９割は軽減され、１割のご負担となります。）�

※ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からのお支払いではなく、納付書等でお支払い頂くこととなります。�
　①年金額が年額１８万円（月額１万５千円）未満の方�
　②介護保険の保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金額の1/2を超える方�
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　市では月２回、段ボール、古紙、アルミ缶などの資源ごみの回収を実施していますが、市の委託回収

業者が回収する前に無断で持ち去る行為が横行しており、厳原地区を中心に市民の皆さんからの苦情が

寄せられています。このような行為は、市の分別排出ルールを守って、市の指定袋によりごみを出され

る市民の努力を無にする行為です。市民の皆さんから出された資源ごみは、資源物として売却され、市

の貴重な財源となっています。資源ごみの持ち去りを防止するため、市では早朝パトロールを実施する

などの取り組みを行っています。今後も引き続き、関係機関と協議しながら、条例化等の有効な対策を

検討していきたいと考えていますので、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。�

　また、集積かご等が設置されている地区については、集積かごに確実に入れ、持ち去り防止にご協力

ください。なお、市の委託業者の収集車には、「対馬市委託指定業者」の表示をしています。�
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取
り
上
げ
ら
れ
た
ら
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見

　
た
り
、
新
聞
の
記
事
を
読
ん
だ
り
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か
。

Ａ
　
帰
宅
さ
れ
た
後
は
普
通
の
生
活
に
戻
る
の
で
す
か
ら
、
テ
レ
ビ
を
見
た
り
新
聞
を
読
ん

　
で
い
た
だ
い
て
構
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、裁
判
員
と
し
て
判
断
し
て
い
た
だ
く
と
き
に
は
、

　
あ
く
ま
で
法
廷
で
示
さ
れ
た
証
拠
だ
け
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
　
証
拠
だ
け
に
基
づ
い
た
判
断
が
裁
判
員
に
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
（
マ
ス
コ
ミ
報
道

　
で
予
断
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
）�

Ａ
　
裁
判
員
制
度
の
対
象
と
な
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ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
と
い
っ
た
マ

　
ス
コ
ミ
に
取
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れ
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。
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し
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あ
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判
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す
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な
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さ
れ
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情
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す
る
な
ど
し
て
、
裁
判
員
の
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努
め

　
る
こ
と
に
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す
。
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　【
お
知
ら
せ
】
裁
判
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関
す
る
出
前
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明
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随
時
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け
付
け
て
い
ま
す
。
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く

　
だ
さ
い
。
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裁判員制度
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環境衛生課　環境衛生課　☎（09200920）53-611153-6111環境衛生課　☎（0920）53-6111

長崎県長崎県・長崎県教育委員会　問い合わせ　長崎県教育委員会　問い合わせ　☎095-824-1111長崎県・長崎県教育委員会　問い合わせ　☎095-824-1111

資源ごみの持ち去り防止について�資源ごみの持ち去り防止について�

11月11日～12月10日は�
　　長崎県同和問題啓発強調月間です。�
　　　　同和問題を正しく理解しましょう。�

「じんけんは21世紀のキーワード」�


